
地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償基金定款の一部を変更することの概要

第１ 趣旨

地方公共団体等が地方公務員災害補償基金（以下「基金」という。）に対して

納付する負担金（普通補償経理）に係る職員の区分ごとに定められている給与の

総額に乗ずる割合について、地方公務員等の公務上の災害等に対する補償に要す

る費用等の実情に応じ、令和２年度分の負担金から変更するもの。

第２ 変更案の概要

基金に対して地方公共団体等が納付する負担金に係る給与の総額に乗ずる割合

を、次のように改める（別表第二関係）。

給与の総額に乗ずる割合
職 員 の 区 分

改 正 前 改 正 後

義務教育学校職員 １，０００分の０．９０ １，０００分の１．００

義務教育学校職員
１，０００分の１．１６ １，０００分の１．０７

以外の教育職員

警 察 職 員 １，０００分の３．１６ １，０００分の３．３９

消 防 職 員 １，０００分の２．３３ １，０００分の２．４５

電気・ガス・水道
１，０００分の１．９５ １，０００分の１．６５

事 業 職 員

運 輸 事 業 職 員 １，０００分の１．８６ １，０００分の１．９５

清 掃 事 業 職 員 １，０００分の３．４３ １，０００分の４．１８

船 員 １，０００分の３．７７ １，０００分の４．１２

そ の 他 の 職 員 １，０００分の１.０９ １，０００分の１．０８

第３ 施行期日等

１ 令和２年４月１日から施行する。

２ 変更後の規定は、令和２年度分の負担金から適用し、令和元年度分までの

負担金については、なお従前の例による。




